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　第2回小学校長会長連絡協議会を開催
平成27年11月26日（木）　KKRホテル東京

Ⅰ　開　会　　　　　　　　　	 阪口	副会長
Ⅱ　会長あいさつ（要旨）	 大橋	会　長
今年度の山口大会は、「新たな知を拓き	人間

性豊かな社会を築く	日本人の育成を目指す小
学校教育の推進」という研究主題を掲げて₃回
目の大会であった。これまでの研究と実践の積
み重ねから、研究主題についての理解も深ま
り、研究内容の充実が期待される大会であった
が、その期待に紛うことのないすばらしい大会
になった。大会の核ともいえる分科会の運営に
関して、様々な工夫をいただいたことが大会全
体の充実に結び付いたと感じている。
₁　学習指導要領の改訂に向けて
今回の改訂は、子どもたちに自立した人間と
して他者と協働しながら価値の創造に挑み、未
来を切り開いていく力を育成することを目指し
ている。そして新しい学習指導要領は、これま
での「知の体系」から「能力の体系」へと舵を
切り、「何を知っているのか」だけでなく「何
ができるようになるのか」そのために「どのよ
うな学び方が必要なのか」を重視しようとして
いる。私たち校長は、学習指導要領改訂に関わ
る確かな情報を集め、新た教育課程編成に向け
てのグランドデザインを教職員に示すことがで
きるように準備する必要がある。全連小では、
調査研究部が特別委員会を立ち上げ、資料をお
届けできるよう準備を進めている。
₂　文部科学省予算の概算要求について
文部科学省は₈月の終わりに、来年度予算の
概算要求を出した。教職員定数に関わる概算要
求の内容は、「教員の質と数の一体的強化」を
主眼として「創造性を育む学校教育の推進」「学
校現場が抱える課題への対応」「チーム学校の推
進による学校の組織的な教育力の充実」の三つ
の柱から成っており、合わせて3040人の教職員
の増を盛り込んでいる。その後10月22日に財務

省から、少子化を反映して、今後₉年間で教職
員を₃万7000人削減する旨の方針が出された。
それに対し全連小では、11月₂日に国会議員会
館を訪問し、関係の国会議員に「教職員定数の
削減に反対する緊急要望書」を手渡した。また、
11月17日には、教職員定数の改善を求める全国
集会に参加、12月11日には、「小学校教育の充
実・改善に関する要望書」を関係国会議員に手
渡す予定である。
Ⅲ　報　告　　　　　　	 司会　後藤	副会長
₁　第67回山口大会について	 山本	県会長
「志	未来創造	和をつなぐ」をコンセプトに、
研究協議会を展開した。分科会においては、こ
れまでの大会の研究成果と、積み残しとなった
課題をまとめて協議会資料として提供した。ま
た、発表をされた校長先生には、校長の役割と
指導性について詳しくご発表いただくために、
発表原稿以外の資料提供のお願いまでした。こ
のような手法を取り入れた結果、これまでの流
れがよく分かり研究協議に深まりが見られたと
いう意見をいただいた。シンポジウムにおいて
は、山口県ゆかりの著名人に登壇いただき、学
校経営に大いに役立つヒントを得ることができ
た。現在、いただいたアンケートを基に集約し
ている。来年度、高知大会の成功を心からご祈
念申し上げる。
₂　第68回高知大会について	 片岡	県会長
いよいよ、幕末の志士ゆかりの地である長州
山口から、坂本龍馬を生んだ土佐の高知へとバ
トンを引き継ぐことになった。会員の皆様の輸
送方法をはじめとして、クリアしなければなら
ない課題が山積している。しかし高知大会の
キーワードはチャレンジ、挑戦である。高知県
小学校長会を挙げて、そして中学校の校長先生
方にも、ご勇退された校長先生方にも声を掛け
て、全力で皆様をお迎えする。
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₃　対策・調研担当者連絡協議会ついて
⑴　対策担当者連絡協議会	 千木良	対策部長
〈教職員の配置基準及び配置状況と課題〉
現在の教員の配置上の課題や適切な教員配
置定数については、	47都道府県全ての校長会が
「義務標準法」の改正により、教職員基礎定数
を抜本的に見直すことが重要だと回答した。さ
らに、特別支援学級の編制基準引き下げについ
ての要望も多くあった。加配教員の活用方法に
ついては、指導方法改善のための加配がほとん
どの都道府県で採用されている。また、特別支
援教育や生徒指導のための加配も多い。必要性
が高いと思われる専門的職員については、ス
クールカウンセラー、ＡＬＴ、特別支援教育支
援員の順に多く、ＩＣＴ支援員が必要と答えて
いる地区も多くあった。現在、配置されている
専門職員については、ほとんどの地区でスクー
ルカウンセラーが配置されていた。しかし、配
置日数等の条件については、大きく差が見られ
た。
まとめとして、教職員定数の拡充や加配措置
が最重要課題であり、教職員定数の戦略的充実
を目指した強い要求を行っていく必要がある。
また、自治体の財政力が教育格差につながらな
いようにすることが重要であると考える。
〈若手教員の状況と実践力育成上の課題〉
若手教員に不足している資質・能力は、最上
位に保護者対応の力が入り、危機管理能力とと
もに身に付けておくべきものと、多くの県で報
告された。大学等教員養成段階で育成すべき資
質・能力は、コミュニケーション能力が教科等
の専門性を上回り、ここでも保護者対応や危機
管理能力を育成すべきという回答が得られた。
大学での教員養成と若手教員との連携の内容や
方法については、大学と学校との関係を開かれ
たものとし、研究会などを共同で実施すること
が効果的であるという意見が多かった。また、
教育実習期間の延長やインターンシップ制度の
導入などの意見も出された。課題として、開催
時期や時間の確保、場所・範囲の調整、若手教
員の加重負担が出された。
まとめとして、若手教員の実践力向上のため
には、教育実習の期間・内容等の改善が図られ、
教育実習以外の学校での研修機会、採用予定者
への事前研修等の機会が設定されることを期待
する。
⑵　調研担当者連絡協議会	 種村	調研部長
〈教育課程の編成・実施・評価・改善の状況〉
土曜授業は、微増傾向である。実施回数は、

年間₃〜12回程度であり、実施理由として学力
の向上、授業時数確保等が挙げられる。成果と
して、学習意欲・学力の向上・開かれた学校づ
くりにつながっているという評価はあるものの、
教員等の勤務の振替、教員や児童の負担、地域
の生涯学習活動等との日程調整の課題も挙げら
れる。教育課程外で行われる土曜学習について
は、全国的に今後大きく増える傾向ではないと
予想される。課題として、参加してほしい児童
が参加していないこと、地域の指導者不足が挙
げられる。
特別の教科道徳の実施及び準備状況について
は、ほとんどの地区が、今年度は実施していな
い。実施するための準備として、指導資料の作
成、研修の充実、研究指定校の普及啓発等が挙
げられる。また、内容的に一歩踏み込んだ「考
える道徳」「議論する道徳」をねらい、教員の指
導力向上研修や研究等をし始めている地区もあ
る。
小学校英語の教科化については、いくつかの
地区で、文部科学省の地域拠点校事業の特別校
指定等を受け、英語教育を実施しているところ
がある。また、市独自でカリキュラムを作成し、
先行的に実施しているところもある。教員の研
修については、専門家を招いた講習会、英語教
育を推進するリーダー養成研修及びリーダーに
よる普及啓発研修等を実施しているところは多
い。またＣＡＮ─ＤＯリストを作成し実施して
いるところもある。課題として、専科教員等の
人的配置、ＡＬＴの活用、小中の内容の接続、
モジュールを含めた₂コマ実施の仕方、教員の
指導力の向上、評価の在り方、中学年の外国語
活動と高学年の英語教育の接続、免許の扱い方
等がある。
〈各都道府県の学力向上に関わる施策及び全国
学力・学習状況調査に関する情報交換〉
県や市町村単位で、独自の学力調査を実施し
ているところが多く、問題作成を県教委や県の
教科研究会などが行っている。学力向上策とし
て、少人数加配、習熟度別指導加配、アドバイ
ザー派遣などの人的措置、Ｗｅｂ学習システム
やＷｅｂテストの構築、ドリルやワーク等の作
成・活用、教員の指導力を高めるｅ─ラーニン
グの充実などが挙げられる。また、若手教員が
多い地区では、指導力向上のための研修が大き
な課題となっている。
県教委に学力向上のための委員会等を設置し、
全国学力・学習状況調査結果を反映した取組を
考え対応しているところが多い。例えば、指導
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主事の学校訪問、学校・授業改善プランへの反
映、学力向上評価・自校評価診断等シートの作
成、学力調査分析支援ソフトの作成・配付、研
修会や説明会の実施等が挙げられる。また、家
庭教育に視点を当てた取組も増えつつある。
₄　教育関係団体の要望活動について
	 千木良	対策部長
11月17日に「子供たちの豊かな育ちと学びを
支援する教育関係団体連絡会」（教育関係23団体
主催）の全国集会が開催された。集会の名称
は「子供たち一人一人に向き合うための教職員
定数の改善を求める全国集会〜未来を担う子供
たちの教育に責任を〜」で、その趣旨は、政府
及び関係国会議員に対して教職員定数改善計画
の策定や教育関係予算の拡充を要請するアピー
ル文の採択を目的としている。参加者は111名。
馳浩文部科学大臣や会の趣旨に賛同した国会議
員も出席し、全連小からも40名が参加した。会
の中で馳大臣は、「削減ありき」の財務省の考
え方は文部科学省の考えとは相容れるものでは
なく、教育の現場は厚生労働省が指摘している
過重労働そのものであると明言した。また、公
教育の原点は教職員の質の向上と同時に、しっ
かりとした環境整備を行っていくことにあると
力説した。会の最後に全連小の大橋会長が23団
体を代表し、義務標準法改正により確実な裏付
けのある新たな教職員定数改善計画を策定する
ことを主旨としたアピール文を読み上げた。
財務省は、10月22日に示した今後₉年間の教
職員定数の削減方針のエビデンスとして、大き
く以下の₃点を挙げている。
教員の数が増えれば、①いじめや不登校が解
決できるのか、②学力は向上するのか、③教員
の多忙は解消されるのか。
これに対して、10月28日、中央教育審議会が
極めて異例とも言える「教職員定数に係る緊急
提言」を出した。全連小では財務省の方針に対
する独自の要望書の作成を進めていたが、この
緊急提言の内容に踏み込んだ新たな要望書を作
成し、11月₂日に関係国会議員62名に手渡した。
また、11月₄日に自由民主党政務調査会文部科
学部会より「教職員定数及び国立大学法人運営
費交付金の充実、科学技術イノベーション創出
に向けた投資の充実に関する決議」が出された。
公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会からも「教
職員定数の削減に反対する緊急要望書」が出さ
れている。こうした流れを受け12月11日に、平
成28年度予算編成に係る直前要望活動を関係国
会議員に対して行う予定である。

₅　広報活動の現況について	 今城	広報部長
機関誌編集委員会は毎月「小学校時報」を編
集・発行、シリーズ等編集委員会は現在、「教
育研究シリーズ第54集」を作成中、速報委員
会は山口大会を特集した第₄号の作成を完了、
ホームページ委員会は各都道府県から情報提供
いただいた「特色ある学校」のデータチェック
等を行っている。
₆　平成28年度海外教育事情視察について
	 小滝	事務局長
平成28年度もニュージーランドを訪問する。
参加について各都道府県で、今年度中から積極
的な働きかけをお願いしたい。
Ⅳ　講演
演題「学習指導要領改訂と各県校長会の取組」
	 講師　（一財）教育調査研究所	研究部長
	 全連小顧問（第27代会長）寺崎	千秋	氏
₁　はじめに─教育改革進行の背景等
文部科学省の計画では、平成29年₃月までに
学習指導要領を改訂、	30 、	31年度が移行措置、
32年度に小学校の全面実施となっている。問題
はこの₃年間にしっかりと学習をし、全面実施
に応えられる教師力をつけて出発できるかとい
うこと。また、文部科学省は、今度の改訂は
2030年の世の中を生きていく子どもたちを育て
るために実施するとしている。今、我が国も、
世界も、どんどん変化している。「激しく変化
する社会」においては、知はたちまち陳腐化す
る。新時代には、新たな知を自ら創造しなけれ
ばならないと言われている。こうした背景を認
識した上で、教育改革を進めていくことが必要
である。
₂	　未来に生きる子どもたちに身に付けさせる
力とは
今、私たちは「生きる力」の育成に取り組ん
でいる。その中で「確かな学力」については思
考力・判断力・表現力と学習意欲に課題がある
ことが分かった。一方で、ＯＥＣＤがコンピュー
タ活用能力や協同問題解決能力を調査するよう
になったことも踏まえ、今度の学習指導要領改
訂では、「資質・能力の育成」が重視される方
向にある。
₃	　中央教育審議会への諮問と教育課程企画特
別部会の論点整理について
諮問における審議事項の柱の１点目は「教育
目標・内容と学習・指導方法、学習評価の在り
方を一体として捉えた、新しい時代にふさわし
い学習指導要領の基本的な考え方」である。₂
点目には主に高等学校の問題が、	₃点目にはカ
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リキュラム・マネジメント等のことが示されて
いる。また、今回、教育課程の構造化というこ
とが盛んに言われている。文部科学省は、その
土台となるのは論点整理であるとしており、具
体的に「何ができるようになるか（資質・能力）」
「何を学ぶか（内容）」「どのように学ぶか（方法）」
が構造化されて示されることになる。そして、
方法としてアクティブ・ラーニングが重視され
ている。論点整理のキーワードは、社会に開か
れた教育課程、アクティブ・ラーニング、カリ
キュラム・マネジメントである。
₄	　次期教育課程に向けての視点１＝アクティ
ブ・ラーニング
アクティブ・ラーニングとは「課題の発見・
解決に主体的・協働的に学ぶ学習」であり「能
動的な学習」という言われ方もする。こうした
学習は、義務教育においては目新しいものでは
なく、そのことは現行学習指導要領の総則から
も分かる。しかし、これらの学習の指導を十分
に行えている教員が極めて少ないことは、いく
つかの調査からも明らかである。次の改訂に向
け、	₃ 、	₄年かけて教員の力を上げていくこ
とが重要である。そのためには、まず教育課程
の構造を理解すること。習得・活用・探究、そ
れぞれの学習の関連がしっかり図られているの
が教育課程であり、それをバランスよく実施す
るようにと文部科学省は盛んに言っている。習
得・活用は教科学習、探究は総合的な学習の時
間であるが、総合的な学習の時間であるにも関
わらず習得型の授業を実施しているのをよく見
る。教科学習のカリキュラムはほぼ決まってい
るが、総合的な学習の時間については学校で作
成できるため、子どもたちがじっくりと考える
時間を確保できる。探究の授業の充実は、習
得・活用の授業の充実にもつながる。また、探
究の学習が、子どもたちに習得・活用の学習の
大切さを認識させる機会となる。教員に「与え
て・させて・見守る指導」から「聞いて・助け
て・任せて・見守る学習支援」への意識改革を
図らせ、子どもに自分たちなりにやっていく経
験を３年させていくと、移行措置の頃にはしっ
かりと育っている。アクティブ・ラーニングの
実現に向けて、目標・学習課題・指導内容・学
習の形態・教材・学習活動・指導計画・教師の
位置・評価等の視点から授業改善を進めていっ
てほしい。
₅	　次期教育課程に向けての視点₂＝カリキュ
ラム・マネジメント
アクティブ・ラーニングとカリキュラム・マ

ネジメントは、車の車輪だとよく言われる。論
点整理に示された定義及び三つの側面の内容に
ついては、実は現行学習指導要領にも示されて
いる。今回は、確実に実施しているか、実施が
教育の向上につながっているかが厳しく問われ
てくると考えている。実践に当たっては、以下
の２点に留意していく必要がある。
①　	カリキュラム＝教育課程及び指導計画の編
成（Ｐ）、実施（Ｄ）、評価（Ｃ）、改善
（Ａ）の過程を円滑に推進し教育の質を高め
る。
○Ｐ	：校長を中心に全教職員で編成、総則の
規定の研究・理解と位置付け、統一性と
一貫性

○Ｄ：日々の授業で実施
○Ｃ：形成的評価
○Ａ：改善策の実施・実践
②　	授業マネジメント＝マネジメント的な授業
力の向上を図る。
○	自分の授業のメタ認知・モニタリング（Ｖ
ＴＲ、録音等）
○	教育目標に向けた授業の実施（論点整理の
三つの側面の①）
○	アクティブ・ラーニングの充実に向けた授
業づくり（校内研究・研修の充実、教員一
人一人の授業力の更新、アクティブ・ラー
ニングを視点にしたカリキュラム・マネジ
メント）

₆	　チームとしての学校の活用
学習指導要領の改訂期は、学校を変える一番
のチャンスである。その際、教員を中心に多様
な専門性をもつスタッフを学校に配置し、学校
の教育力・組織力の向上を図るという「チーム
学校」の取組も効果的に活用してほしい。
₇　おわりに─校長会の取組
校長会には、「先端」となって以下の取組を
推進していってほしい。
①　	開かれた教育課程、アクティブ・ラーニン
グ、カリキュラム・マネジメント、チーム学
校に関する全体像や全体構想の提示
②　	「展望と計画（工程表）」の作成と情報提
供
③　校長自らの研修と資質・能力の向上
④　	ビジョンの提示と実現に向けたリーダー
シップの発揮
⑤　教職員の人材育成
⑥　家庭・地域・教育委員会との連携・協力
Ⅴ　連　絡　	
Ⅵ　閉　会　	 阪口	副会長


